
議案第３１号 

 

 

   調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則の一部 

を改正する規則 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

令和 ７ 年 ９ 月２６日 

 

 

提出者 調布市教育委員会 

                    教育長 栗 原  健 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 令和６年１０月１日から東京都の最低賃金が改定されることに伴い，調布

市教育委員会会計年度任用職員の報酬額について改正するため，提案するも

のです。 



調布市教育委員会規則第   号 

 

 

   調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則の一部 

を改正する規則 

 

 

 調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則（令和元年調布

市教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 別表の４の項，５の項，８の項，１９の項，３４の項及び３８の項中 

「１，２００」を「１，２３０」に改める。 

 

 

   附 則 

１ この規則は，令和７年１０月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に

関する規則別表の規定は，令和７年１０月以後の月分として支給すべき報

酬について適用し，同月前の月分として支給すべき報酬については，なお

従前の例による。 
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調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則 ○調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則 

令和元年11月22日教育委員会規則第５号 令和元年11月22日教育委員会規則第５号 

改正 改正 

令和２年３月27日教委規則第４号 令和２年３月27日教委規則第４号 

令和２年６月30日教委規則第８号 令和２年６月30日教委規則第８号 

令和３年３月26日教委規則第２号 令和３年３月26日教委規則第２号 

令和３年９月28日教委規則第６号 令和３年９月28日教委規則第６号 

令和４年３月25日教委規則第１号 令和４年３月25日教委規則第１号 

令和４年９月30日教委規則第７号 令和４年９月30日教委規則第７号 

令和５年３月31日教委規則第１号 令和５年３月31日教委規則第１号 

令和５年９月22日教委規則第12号 令和５年９月22日教委規則第12号 

令和６年３月29日教委規則第３号 令和６年３月29日教委規則第３号 

令和６年９月27日教委規則第７号 令和６年９月27日教委規則第７号 

令和７年３月28日教委規則第３号 

令和７年９月26日教委規則第 号 

令和７年３月28日教委規則第３号 

調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則 調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則 

調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則を次のように制

定する。 

調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則を次のように制

定する。 

第１条から第11条まで 略 第１条から第11条まで 略 

附 則 附 則 

１ この規則は，令和２年４月１日から施行する。 １ この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

２ 次の各号に掲げる規則は，令和２年３月31日をもって廃止する。 ２ 次の各号に掲げる規則は，令和２年３月31日をもって廃止する。 

(１) 調布市社会教育指導員設置に関する規則（平成19年３月20日教育委

員会規則第８号） 

(１) 調布市社会教育指導員設置に関する規則（平成19年３月20日教育委

員会規則第８号） 

(２) 調布市郷土博物館専門員設置規則（平成３年３月29日教育委員会規

則第４号） 

(２) 調布市郷土博物館専門員設置規則（平成３年３月29日教育委員会規

則第４号） 
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改正後 改正前 

附 則（令和７年９月26日教委規則第 号）  

１ この規則は，令和７年10月１日から施行する。  

２ この規則による改正後の調布市教育委員会会計年度任用職員の任用等に

関する規則別表の規定は，令和７年10月以後の月分として支給すべき報酬

について適用し，同月前の月分として支給すべき報酬については，なお従

前の例による。 

 

別表（第１条，第３条―第６条，第８条，第９条関係） 別表（第１条，第３条―第６条，第８条，第９条関係） 

 
番

号 
設置目的 名称 所属 業務内容 

資格等の要

件 

報酬

額

（円） 

報酬

単位 

  
番

号 
設置目的 名称 所属 業務内容 

資格等の要

件 

報酬

額

（円） 

報酬

単位 

 

  １～３ 略    １～３ 略  

 

４ 

調布市立小

学校及び調

布市立中学

校における

用務業務の

充実を図る

ため 

調布

市教

育委

員会

技能

補助

員（用

務員） 

教育

委員

会教

育総

務課 

調布市立小学

校及び調布市

立中学校にお

ける学校用務

作業全般の補

助に関するこ

と。 

― 1,230 時 

  

４ 

調布市立小

学校及び調

布市立中学

校における

用務業務の

充実を図る

ため 

調布

市教

育委

員会

技能

補助

員（用

務員） 

教育

委員

会教

育総

務課 

調布市立小学

校及び調布市

立中学校にお

ける学校用務

作業全般の補

助に関するこ

と。 

― 1,200 時 

 

 

５ 

調布市立小

学校及び調

布市立中学

校における

調理業務の

充実を図る

ため 

調布

市教

育委

員会

技能

補助

員（給

食調

理員） 

教育

委員

会教

育総

務課 

調布市立小学

校及び調布市

立中学校にお

ける学校給食

調理補助に関

すること。 

― 1,230 時 

  

５ 

調布市立小

学校及び調

布市立中学

校における

調理業務の

充実を図る

ため 

調布

市教

育委

員会

技能

補助

員（給

食調

理員） 

教育

委員

会教

育総

務課 

調布市立小学

校及び調布市

立中学校にお

ける学校給食

調理補助に関

すること。 

― 1,200 時 
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改正後 改正前 

  ６～７ 略    ６～７ 略  

 

８ 

調布市立小

学校及び調

布市立中学

校における

調理業務の

充実を図る

ため 

調布

市教

育委

員会

技能

補助

員（応

援給

食調

理員） 

教育

委員

会学

務課 

調布市立小学

校及び調布市

立中学校にお

ける学校給食

調理補助に関

すること（給食

調理員の欠員

が発生した学

校の給食調理

補助を含む。）。 

調理師免許

を有してい

る者又は調

理業務の経

験がある者

であるこ

と。 

1,230 時 

  

８ 

調布市立小

学校及び調

布市立中学

校における

調理業務の

充実を図る

ため 

調布

市教

育委

員会

技能

補助

員（応

援給

食調

理員） 

教育

委員

会学

務課 

調布市立小学

校及び調布市

立中学校にお

ける学校給食

調理補助に関

すること（給食

調理員の欠員

が発生した学

校の給食調理

補助を含む。）。 

調理師免許

を有してい

る者又は調

理業務の経

験がある者

であるこ

と。 

1,200 時 

 

  ９～18 略    ９～18 略  

 

19 

一般教員の

負担軽減を

図り，教員

がより児童

生徒への指

導や教材研

究に注力で

きる体制を

整備するた

め 

スク

ー

ル・サ

ポー

ト・ス

タッ

フ 

教育

委員

会指

導室 

教員補助（授業

準備，採点業

務，教材作成の

補助等）に関す

ること。 

― 1,230 時 

  

19 

一般教員の

負担軽減を

図り，教員

がより児童

生徒への指

導や教材研

究に注力で

きる体制を

整備するた

め 

スク

ー

ル・サ

ポー

ト・ス

タッ

フ 

教育

委員

会指

導室 

教員補助（授業

準備，採点業

務，教材作成の

補助等）に関す

ること。 

― 1,200 時 

 

  20～33 略    20～33 略  

 

34 

調布市郷土

博物館事業

の効率的か

つ効果的な

推進を図る

文化

財保

護事

務補

助員 

教育

委員

会郷

土博

物館 

(１) 文化財

保護事業に

おける事務

の補助に関

すること。 

職務の遂行

に必要な資

格，知識，

技能等を有

する者であ

1,230 時 

  

34 

調布市郷土

博物館事業

の効率的か

つ効果的な

推進を図る

文化

財保

護事

務補

助員 

教育

委員

会郷

土博

物館 

(１) 文化財

保護事業に

おける事務

の補助に関

すること。 

職務の遂行

に必要な資

格，知識，

技能等を有

する者であ

1,200 時 
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改正後 改正前 

ため (２) 前号に

掲げるもの

のほか，調布

市郷土博物

館長が指定

する業務に

関すること。 

ること。 ため (２) 前号に

掲げるもの

のほか，調布

市郷土博物

館長が指定

する業務に

関すること。 

ること。 

  35～37 略    35～37 略  

 

38 

教育委員会

の各種事業

の推進及び

市民の要望

に応えるた

め 

保育

士（臨

時） 

教育

委員

会各

課

（室

・所・

館） 

保育室開室時

間等の保育業

務に関するこ

と。 

保育士資格

を有する者

又は保育士

資格に準ず

る資格を有

する者であ

ること。 

1,250 時 

  

38 

教育委員会

の各種事業

の推進及び

市民の要望

に応えるた

め 

保育

士（臨

時） 

教育

委員

会各

課

（室

・所・

館） 

保育室開室時

間等の保育業

務に関するこ

と。 

保育士資格

を有する者

又は保育士

資格に準ず

る資格を有

する者であ

ること。 

1,250 時 

 

 無資格者 1,230 時   無資格者 1,200 時  

  

 


